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防災対策に関するチェックリスト
　
Ⅲ 資

料
編

大項目 中項目 小項目 チェック項目

□　 耐震診断、耐震補強等の対策をしていますか

□　 オフィス家具等の転倒・落下防止措置をしていますか

□　 コピー機等の重量物の移動防止措置をしていますか

□　 廊下、通路などに避難の障害物が置かれていませんか

□　 窓ガラスに飛散防止フィルムを貼っていますか

□　 火器設備からの出火を防ぐ対策は講じられていますか

□　 従業員の３日分の飲料水・食料・携帯トイレ・その他必要物資を用意
　　 しましたか

□　 長期化に備え、３日分以上の備蓄を検討しましたか

□　 施設利用者や社外の帰宅困難者受入れのための備蓄を用意しましたか

□　 従業員等の居住地、家族構成などを把握していますか

□　 上記を踏まえた帰宅の順序（従業員等の帰宅の順番）は定めていますか

□　 従業員等が、安全に帰宅できたことを確認する方法はありますか

□　 帰宅時、行政等の支援がないことも想定していますか

□　 対策本部の設置基準や設置場所は決まっていますか

□　 対策本部を機能させるためのインフラ設備（電力、通信手段など）は
 　　準備できていますか

□　 責任者不在時の代行者は決まっていますか

□　 季節・天候・勤務時間内外など、状況に応じた対応が書かれていますか

□　 社員の役割分担が明確になっていますか

□　 女性の視点を取り入れていますか

□　 要配慮者の視点を取り入れていますか

□　 災害対策に必要な帳票類は整理していますか

□　 災害発生時における建物内点検箇所の選定とチェックリストを作成
　　 していますか

□　 建物・設備の利用再開時の、二次災害の防止（電気・ガスの点検など）に
　　 関する手順を決めていますか

予防対策
（地震）

オフィスの
耐震化

オフィス家具等の
転倒・落下・移動
防止対策

備蓄

帰宅ルールの
策定

災害時の
行動マニュアル

一斉帰宅の
抑制

予防対策
（地震）

防災体制の
整備

予防対策
（地震）

大項目 中項目 小項目 チェック項目

□

□　 土のう設置場所を従業員等に周知していますか

□　 必要な資器材は準備しましたか

□　 浸水想定がある場合、非常用発電機への浸水対策（高所への移設など）
 　　を実施済みですか

□　 従業員および従業員家族の被災状況を把握できますか

□　 業務時間外や休日などに勤務可能な従業員はいますか

□　 従業員やアルバイトなどの参集は可能ですか

□　 取引先や同業者などへの協力は依頼できますか

□　 あらかじめ加入している損害保険や共済の支払い条件を確認して
 　　いますか

□　 被災した企業に対する融資制度（日本政策金融公庫の災害復旧貸付
 　　制度など）を確認していますか

予防対策
（共通）

事業継続
計画

ー

予防対策
（地震）

教育・訓練 ー

人員の確保と
活動体制の確立

資金の確保

ー

事業継続
計画の運用

復旧対策
（共通）

対応計画
の策定

予防対策
（都市型
水害）

ー資器材・
非常用物品
等の準備

予防対策
（都市型
水害）

＜BCPに以下の項目が入っていますか＞
・自社の事業継続に対する考え方を示す基本方針
・地震以外の対象災害等
・優先的に継続・復旧すべき重要業務
・重要業務の「目標復旧時間」「目標復旧レベル」
・重要なデータ（顧客、財務、売上等に関する情報）のバックアップ

方法および保管場所
・サービス、製品の供給、配送が途絶した場合の代替手段
・地震後の建物等の安全性について、早期に判定・評価してもらえる

関係事業所
・被災後の仮事務所、仮店舗等の設置方針
・非常時の会計処理と給与の支払い方法
・被災後の在庫や現金に対する防犯対策

□　 BCPにおいて、教育・訓練を定期的に実施することを定めていますか

□　 地域で実施されている訓練に事業者として積極的に参加していますか

□　 訓練の実施結果を、きちんと整理し、第三者的な評価をしていますか

□　 訓練の評価結果より、BCP等の改善・見直しを行っていますか

□　 事業所周辺の浸水想定を把握していますか

□　 浸水が生じた場合の注意事項を定めていますか（感電防止、エレベータ
 　　の使用禁止など）

□　 移動可能な資産への浸水対策（高所への移動等）が定められていますか

□　 建物管理会社の水害対応手順などを確認していますか
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BCP（事業継続計画）の策定支援

　中小企業者等が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を、経済産業大臣が「事業継続力強化
計画（以下、計画）」として認定する制度です。中小企業のための取り組みやすいBCPと位置づけられ
ます。認定を受けた中小企業は、税制措置や金融支援、補助金の加点などの措置が受けられます。

1中小企業庁の「事業継続力強化計画」認定制度

防災に関する品川区の助成制度

　品川区では、不燃化促進区域内で準耐火・耐火建築物以外の木造建築物を除却する方に除却費の一
部を、不燃化促進区域内で耐火建築物を建てる方、不燃化促進重点区域内で準耐火建築物を建てる方
に建築費の一部を助成する「都市防災不燃化促進事業」を実施しています。

1都市防災不燃化促進事業

罹災後の復旧に関する品川区の支援制度
運転資金の相談（経営相談・融資あっ旋）

　区内の中小企業を対象に、浸水被害の影響を受けての経営の相談も含めて、今後の経営やご活用い
ただける融資あっ旋制度などについて、相談員（中小企業診断士）が相談をお受けしています。

　品川区では、木造住宅密集地域内の特に集中的・重層的な支援が必要な地区内で、延焼防止上危険
な老朽建築物を除却する方に除却費の一部を、除却後に準耐火建築物・耐火建築物を新築する方に建
築費の一部を助成する他、専門家相談・引っ越し費用の一部を助成する「不燃化特区支援事業」を実施
しています。

2不燃化特区支援事業

　浸水被害の軽減を図るために、住宅・店舗・事務所等の出入口に止水板を設置
する方に対し、設置費用の一部を助成します。対象となる止水板は、脱着式止水
板と簡易型止水板です。

3止水板設置等助成

　（公財）東京都中小企業振興公社では、様々な取り組みにより、中小企業に対するBCP策定の支援を
行っています。

2東京都の「BCP策定支援事業概要」

BCPとは何かを学び、BCPに取り組むことの重要性を理解するためのセミ
ナーです。

初めてBCPを策定する都内中小企業を対象に、最短1.5日でBCPの策定を
支援します。

訓練を通じBCPの検証・課題の洗い出しをしたい企業向けのコンサルティ
ングです。訓練（初動対応等）を体験し、自社での訓練の実施、有事の際の
BCPの運用体制の強化および従業員への定着を支援します。

(1)BCP普及啓発セミナー

(2)BCP策定講座
　　　　＋
 　BCP策定コンサルティングA

(3)BCP訓練コンサルティング

防災対策に関する支援事業について
　

資
料
編

【詳細、申請手続きについては「中小企業庁HP」をご確認ください。】

【詳細、申請手続きについては「（公財）東京都中小企業振興公社HP」をご確認ください。】
（公財）東京都中小企業振興公社 総合支援課
TEL：03-3251-7885お問合せ

経済産業省 関東経済産業局 産業部 中小企業課 事業継続力強化計画担当
TEL：048-600-0394お問合せ

【詳細、申請手続きについては「品川区中小企業支援サイト」をご確認ください。】
品川区 地域産業振興課
TEL：03-5498-6334お問合せ

【詳細、申請手続きについては品川区「都市防災不燃化促進事業」、「不燃化特区支援事業」をご確認
ください。】

品川区木密整備推進課（都市防災不燃化促進事業）TEL 03-5742-6947
　　　　　　　　　　（不 燃 化 特 区 支 援 事 業）TEL 03-5742-6925お問合せ

Ⅲ

経済産業大臣
（地方経済産業局）

認定を受けた企業に対する支援策

中小企業・小規模事業者
連携して計画を実施する場合：
大企業や経済団体等の連携者

●ロゴマークの活用
　（HPや名刺等で認定のPRが可能）
●低利融資等の金融支援
●防災・減災設備に対する税制措置
●補助金の加点措置
●中小企業庁HPでの認定企業公表①計画を策定し申請 ②認定

計画認定のスキーム

都市防災不燃化促進事業 不燃化特区支援事業

【詳細、申請手続きについては品川区「止水板設置等助成（防水板設置工事助成）」をご確認
ください。】

品川区 河川下水道課 水辺の係
TEL：03-5742-6794お問合せ
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関係機関 連絡先一覧
　

資
料
編

連絡先 電話番号 電話番号

品川区役所

東京都庁

消防署

連絡先 電話番号

鉄道

電気

上水道

ガス

電話

下水道

道路

連絡先 電話番号 電話番号

品川警察署

大崎警察署

大井警察署

荏原警察署

東京湾岸警察署

警察署品川消防署

大井消防署

荏原消防署

03-3777-1111

03-5321-1111

03-3474-0119

03-3765-0119

03-3786-0119

03-3450-0110

03-3494-0110

03-3778-0110

03-3781-0110

03-3570-0110

連絡先 電話番号 電話番号

警察への事件・事故の急報 

火事・救助・救急車 

連絡先 電話番号 電話番号

海上の事件・事故の急報 

災害用伝言ダイヤル 

110

119

118

171

050-2016-1600

03-3477-0109

03-5789-8686
045-225-9696

03-3816-5700 

03-3527-6785 

03-3374-4303 

0120-995-007
03-6375-9803 

03-5749-5573 

0570-002-211 

116（固定電話から）
0120-116-000

03-3495-0351 

03-3799-6315 

03-3774-0313

JR（JR東日本お問い合わせセンター）

東急電鉄（東急お客様センター）

京急電鉄（京急ご案内センター）

都営地下鉄（都営交通お客様センター）

りんかい線（運輸部運転課）

東京モノレール（東京モノレールお客様センター）

東京電力品川支社（東京電力パワーグリッド）

東京都水道局品川営業所

東京ガス（東京ガスお客様センター）

NTT東日本

東京都下水道局品川出張所

（国道）国土交通省東京国道事務所品川出張所

（都道）東京都建設局第二建設事務所

名称 担当者 所在地 電話番号

必要な連絡先を控えておきましょう

（例）エレベーター
保守点検会社

品川区広町〇ー〇ー〇 〇〇〇〇ー〇〇〇〇△△△△△
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事業者向け防災ハンドブック
令和８年３月発行

編集発行 ： 品川区 防災まちづくり部 防災課
〒140-8715 東京都品川区広町2-1-36
電話（代表） 03（3777）1111

「品川区防災地図」も合わせてご活用ください。

品川区ホームページ

　『事業者向け防災ハンドブック』では、区内に所在する事業者のみなさまに進めて
いただきたい予防対策や災害発生時の応急・復旧対応などについて、分かりやすくま
とめています。

　『事業者向け防災ハンドブック』は平成２６年に作成されました。その後の東京都の
首都直下地震の被害想定の見直しなどを踏まえ、主に、首都直下地震の被害想定に
関する部分や事業継続計画（BCP）に関する部分の更新を行いました。

　大規模災害が発生した場合、特に災害初期の対応や地域の安全は、住民の方々や事業者の皆様による自助・共助の
取り組みがとても重要になります。
　災害時の初動対応と事業継続は、まず事業者ご自身の「自助」にかかっています。
　従業員の安全確保、事業継続計画（BCP）の策定・訓練、避難通路への対策、備蓄、重要データのバックアップ、建物・
設備の耐震対策など、日常的な備えを確実に進めましょう。
　また、地域の重要な構成員として事業者同士や住民等と連携した防災活動にも取り組んで、「共助」の体制も構築
しましょう。
　いつ起こるか分からない災害に備え、できることから始めましょう！

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に

書
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れ
て
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る
こ
と

は
じ
め
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予防
対策

事業所における災害リスクや、「一斉帰宅の抑制」など
の事業者に求められる役割を知り、特に、地震と都市
型水害に対する対応体制を理解できます。

応急
対策 災害発生時、特に地震発生時に事業者としてどう行動

すべきなのかが分かります。

事業継続
対策

事業継続マネジメント（BCM）および事業継続計画
（BCP）の概要と、事業継続計画（BCP）の策定手順につ
いて理解できます。

しながわ防災キャラクター

ジージョくん



事業者向け

防災
ハンドブック

区内に所在する事業者のみなさまに進めていただきたい
予防対策や災害発生時の応急・復旧対応などについて、
分かりやすく解説
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